
一般社団法人 日本内視鏡外科学会の技術認定制度に関する施行細則 
 

第１章 制度委員および審査委員 

第１条（委員資格） 

(1) 規則第７条にかかわらず制度委員会及び理事会の承認を得て同条第３)号及び４)号に定める資 

格要件を備えない本学会会員を制度委員に選任することができる。 

(2) 呼吸器外科、泌尿器科、産科婦人科、整形外科、内分泌外科の各領域の審査委員については、規則

第１７条第１)号の規定は「任命時に本学会会員であること」と読み替える。 

(3）各領域の制度開始後１０年に満たない間は、規則第１７条第３）号の規定にかかわらず、審査委員

は技術認定を取得し、その後さらに臨床経験を積み重ねていれば足りるものとする。 

(4)  消化器・一般外科領域及び小児外科領域の審査委員については、規則第１７条第１)号または３)号

に定める資格要件を欠く者のうち、各臓器別責任者が審査委員として欠かすことができない理由を

書面で事務局に提出し、審査委員長がこれを承認した者を審査委員に選任することができる。 

 

第２条（制度委員の推薦） 
規則第８条に規定する各領域の制度委員の推薦者は以下のとおり定める。 

１）消化器・一般外科領域；理事長 

２）呼吸器外科領域；日本呼吸器外科学会理事長 

３）泌尿器科領域；日本泌尿器科学会理事長と日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会理事長 

４）産科婦人科領域；日本産科婦人科内視鏡学会理事長 

５）整形外科領域；日本整形外科学会理事長

６）小児外科領域；日本小児外科学会理事長 

７）内分泌外科；日本内分泌外科学会理事長 
 

第３条（審査委員選出と更新） 

規則第１８条、第１９条及び第２０条に規定する各領域の審査委員および審査委員長の選任および再 

 任方法は以下のとおりとする。 

１）消化器・一般外科領域； 

① 審査委員は、消化器・一般外科審査委員会が認定取得者の中から推薦し、理事会の承

認を得て理事長が指名する。 

② 審査委員選任の申請にあたり、履歴書、技術認定書のコピー、内視鏡外科手術関連業

績目録（論文、学会発表など）を提出する。 

③ 審査委員更新の申請にあたり、内視鏡外科手術を継続していることを示す書類を審査

委員会に提出し、審査委員会の議を経て制度委員会に報告する。 

④ 審査委員の更新においては、以下の要件をともに満たさねばならない。 

1. 任期中に、連続３回以上、次条に定める全体会議の欠席がないこと 

2. 任期中に、連続３回以上の次条に定める班会議の欠席がないこと 

⑤ 前号の規定を満たさない場合でも、審査委員がその資格の更新を希望する場合は、次回

の審査委員会に出席することによって、審査委員の資格を回復、更新できるものとする。 

⑥ 審査委員長は、審査委員の中から理事長が推薦し、理事会の議決を経て理事長が指名す

る。 

２）呼吸器外科領域；日本呼吸器外科学会総合教育委員会および胸腔鏡安全技術認定制度部会が

審査、推薦する。 

３）泌尿器科領域；日本泌尿器科学会/日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認

定制度委員会が審査、推薦する。 

４）産科婦人科領域；日本産科婦人科内視鏡学会技術認定制度委員会が審査、推薦する。

５）整形外科領域；日本整形外科学会技術認定制度委員会が審査、推薦する。 



６）小児外科領域；日本小児内視鏡外科・手術手技研究会が審査、推薦する。 

７）内分泌外科領域；日本内分泌外科学会内視鏡手術委員会が審査、推薦する。 

 

第４条（消化器・一般外科領域の審査委員における班の設置） 

   (1)消化器・一般外科領域については、規則第１５条に基づき同領域における技術審査委員会（同委員

会の会議について、前条１）④及び本条において「全体会議」という）を設置するとともに、同領

域の審査委員が担当する臓器ごとに班を設置する（班における会議を（前条１）④及び本条におい

て「班会議」という）。 

  (2)班には班長を置き、班長は班を統括する。 

  (3)各臓器の班長の合議体として班長会議を設置する。 

  (4)班長は、班内の審査委員の中から、以下の手続によって選出される。 

   ①現任の班長が次期班長の候補者を推薦する。但し、事前に理事長その他関係者へ相談するもの

とする。 

   ②班会議において、班内の審査委員の過半数の賛成によって、前号の候補者を次期班長とするこ

との承認決議をなす。但し、候補者本人の内諾を得ることを条件とする。 

③前号の承認決議の後、班長会議、全体会議及び制度委員会において同様の承認決議を経る。 

④前号の各承認決議の後、理事会により報告する。 

 
 

第２章 技術認定の申請と更新 

第５条（技術認定申請資格） 

規則第２３条に規定する各領域における技術認定申請資格は、次に定めるとおりとする。 

１）消化器・一般外科領域 

① 申請締切日までに本学会年会費を完納していること。 

② 日本外科学会専門医であること。 

③ 日本消化器外科学会消化器外科専門医であること。但し、更新申請の場合はこの限りでは

ない。 

④ 前号の日本消化器外科学会消化器外科専門医の資格は、腎（ドナー）にて申請の場合は日

本移植学会移植認定医、副腎にて申請の場合は日本内分泌外科学会専門医をもって代替

することができることとする。 

⑤ 申請日から過去３年以内に、以下のいずれかを満たすこと 

ア  食道手術、胃切除術、結腸直腸切除術、甲状腺手術、乳腺切除術、尾側膵切除術、肝

部分切除術、副腎摘出術などの臓器摘出術や、総胆管切石 

など臓器再建などの複雑な手技を要する術式のような、より難度の高い高難度手術

を２０例執刀した経験があること。 

イ  アで定める高難度手術５例に加え、胆嚢摘出術、虫垂手術、ヘルニア手術、脾臓摘出術

等低難度手術を４５例以上執刀した経験があること。 

⑥ 専門領域の内視鏡下の難度の高い手術を独力で完遂でき、かつ、これらの手術の指導が

できること。 

⑦ 本学会ならびに関連学会が主催する、あるいはこれら学会が公認あるいは後援する内視

鏡外科に関する教育セミナーに参加していること。 

⑧ 各領域の内視鏡外科手術に関する十分な業績を有すること。 

２）呼吸器外科領域；  

① 呼吸器外科専⾨医合同委員会の認定した呼吸器外科専⾨医でかつ 1 回以上の更新歴を

有すること。 



② 呼吸器外科専⾨医取得後に、通算２年以上の胸腔鏡を利⽤した呼吸器外科⼿術の修練を

⾏っていること。 

③ 術者または指導的助⼿として以下の規定件数以上の胸腔鏡下⼿術経験を有すること。肺

葉切除または区域切除３０例以上。 

④ 日本呼吸器外科学会が公認する胸腔鏡安全技術セミナーに１回以上参加していること。 

３）泌尿器科領域 

① 日本泌尿器科学会専門医であること。 

② 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会会員であること。 

③ 腹腔鏡下腎摘除術、腹腔鏡下副腎摘除術、または腹腔鏡下腎盂形成術を独力で遂行でき

る技術を有すること。 

④ 腹腔鏡下腎尿管手術（用手補助下を含む）または腹腔鏡下副腎摘除術、あるいはこれら

に準じる泌尿器腹腔鏡手術を、主たる術者として２０例以上経験していること。 

⑤ 本学会、日本泌尿器科学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会が主催する、あるい

はこれらの学会が公認する、泌尿器腹腔鏡手術に関する教育セミナーに参加しているこ

と。 

４）産科婦人科領域 

① 日本産科婦人科学会専門医であること。 

② 継続3年以上日本産科婦人科内視鏡学会会員であり、会費の未納がないこと。 

③ 日本産科婦人科学会専門医取得後、通算２年以上産科婦人科内視鏡手術の修練を行って

いること。 

④ 腹腔鏡下手術を術者として１００例以上の経験を有するもの。 

⑤  本学会、日本産科婦人科学会ならびに日本産科婦人科内視鏡学会が主催する学会、ある

いはこれらの学会が公認する、産科婦人科内視鏡手術に関する学会、研究会、セミナー

等に複数回参加していること。 

⑥ ⑤に示す学会・研究会や査読証明がある医学雑誌等で、複数回発表をしていること（回

数・筆頭に関する規定あり）。 

５）整形外科領域 

① 日本整形外科学会専門医であること。 

② 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること。 

③ 日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること。 

④ 日本整形外科学会専門医取得後、２年以上脊椎内視鏡下手術の修練を行っていること。 

⑤ 従来の開胸・開腹による脊椎手術を術者として行えること。 

⑥ 通常の脊椎手術を２０例以上経験した上に、内視鏡外科手術２０例以上を術者として経

験していること。 

⑦ 本学会ならびに日本整形外科学会、日本脊椎内視鏡低侵襲外科学会などが主催する学会、

あるいはこれらの学会が公認あるいは後援する内視鏡外科に関する教育セミナーに参加し

ていること。 

⑧ 脊椎内視鏡下手術に関する十分な業績を有すること。

６）小児外科領域 

① 日本外科学会専門医であること。 

② 日本小児外科学会認定小児外科専門医であること。但し、更新申請の場合はこの限りではな

い。 

③ 日本小児内視鏡外科・手術手技研究会会員であること。 

④ 小児に対する内視鏡手術を術者（１０％以内の指導助手を含む）として５０例以上経験

していること。 



⑤ 本学会および日本小児内視鏡外科・手術手技研究会が主催・共催する内視鏡手術に関する

セミナーに参加していること。 

７）内分泌外科領域；（審議中） 
 

第６条（呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域の日本内視

鏡外科学会技術認定申請・審査） 

規則第２４条、第２５条の規定にかかわらず、呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整
形外科領域、内分泌外科領域に属する学会における技術認定の審査・認定を受け、さらに本学会技術
認定を希望する者における申請方法及び審査方法は、以下のとおりとする。 

１）技術認定申請書（領域を明記）および呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整

形外科領域、内分泌外科領域で技術認定を受けたことを証明する書類を別に定める手数料を

添えて制度委員会に提出する。 

２）審査は制度委員会で行い、理事会に報告、承認を受けるものとする。 

３）前号の理事会の承認は、理事長が必要と認めるときは、電子メールによる審議によって行う

ことができる。 
 

第７条（提出ビデオ） 

規則第２４条第７)号に規定する技術認定申請に際して提出するビデオは、各領域においては以下のと 

おりとし、その詳細は当該領域学会が別途指定した内容によるものとする。 

１）消化器・一般外科領域；各臓器別に定める内容の未編集ビデオと副ビデオ（他手技の縫合結

紮部分、あるいはドライラボ、ウェットラボの縫合結紮手技、未編集）を提出する。 

２）呼吸器外科領域；１症例分の胸腔鏡下⼿術の未編集動画 

３）泌尿器科領域；腹腔鏡下腎摘除術、腹腔鏡下副腎摘除術または腹腔鏡下腎盂形成術の未編集

ビデオ。 

４）産科婦人科領域；腹腔鏡下子宮全摘術（悪性腫瘍含む）、もしくは腹腔鏡下子宮筋腫核出術

の未編集ビデオ。 

５）整形外科領域；椎間板ヘルニア摘出術の未編集ビデオ。 

６）小児外科領域；腹腔鏡下胃食道逆流防止術または、腹腔鏡下脾臓摘出術（HALS 症例を除

く、別途縫合結紮手技を含む）の未編集ビデオ。 

７）内分泌外科領域；（審議中） 
 

第８条（更新時特例処置） 

技術認定資格更新に際して、研究、留学、産休、病気療養などの正当な理由に基づき臨床医務を中 

断し、規則第２７条の要件を欠くことになった場合、以下の特例措置を設ける。 

１）規則第２７条第１項第１）号の要件を満たさない場合は理由書を付して更新申請ができる。 

２）規則第２７条第１項第２）号の要件を満たさない場合は、以下の手続きにより更新を延期で

きる。延期期間は原則として１年とし、同期間中は認定取得者として扱う。 

ア 延期願いを当該年度に本人が申請する。 

イ アの申請に基づき、審査委員会で審議し、延期の可否を決する。

ウ 再延長については、制度委員会において改めて審議する。 
 

第９条（消化器・一般外科領域の技術認定取得後の別臓器による申請） 

(1) 消化器・一般外科領域の技術認定取得者は、当該資格の認定期間中は、合格時に審査した臓器症
例（以下「取得臓器」という）と別の臓器症例で技術認定の申請をすることはできない。 

(2) 前項にもかかわらず、更新時に症例不足等でビデオ審査を受ける場合に、取得臓器と異なる臓器
によるビデオを提出することができる。この場合においても、初回合格時の臓器を当該認定資格



の取得臓器とする。 
(3) 消化器・一般外科領域の技術認定取得者は、取得済みの認定資格について、認定期間が満了した

時点で更新せずに喪失した後は、取得臓器とは別の臓器症例で申請することができる。 
 

第１０条（呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域の日本内

視鏡外科学会技術認定更新） 

呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域の技術認定資格の
更新は、規則第２７条に準じて、それぞれ各領域の技術認定制度委員会で審査を受けるほか、以下の
書類を制度委員会に提出する。 

１）更新の申請書類 

２）呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域における

更新審査手続で更新を受けたことを証明する書類 

 

第１１条（認定期間） 
規則第２６条ないし第２８条に定める認定の期間および認定証発行日は以下の通りとする。 

１）新規認定取得者の認定期間は、理事会による承認がなされた年の１月１日から５年後の１２ 

月３１日までとし、発行日は理事会承認の年の１月１日とする。 

２）呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域から申請

された場合の認定期間は、理事会承認の翌月１日から当該領域での認定終了日とし、発行日

は理事会承認の翌月１日とする。 

３）更新期間は、先の認定期間終了日の翌月から５年後の１２月３１日または各領域での認定期

間終了日とし、発行日は理事会承認の翌月１日とする。 

４）本細則第８条第２号に基づく更新延期の後に更新された場合は、認定証の発行日は発行時点

とし、認定期間は過去に遡って前回認定期間の終了日の翌日から５年間とする。 

 

第１２条（呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科領域での資格

喪失） 

資格喪失について、呼吸器外科領域、泌尿器科領域、産科婦人科領域、整形外科領域、内分泌外科

領域の技術認定資格を喪失した時は、規則第２９条に規定する本学会技術認定資格も同時に喪失す

るものとする。 

 

第１３条（改定） 

本細則は、制度委員会の提案のもとに、理事会の議決を経て改定できる。 

 
附 則 

１ この規則はこの法人の設立日（平成２２年１０月１日）から施行する。 
 

 

変更履歴  平成２４年４月２０日 

  平成２５年１１月２８日 

  令和２年９月２３日 

  令和３年１２月２日 

  令和４年１２月７日 


